
１．協働の検証について 

１.協働の検証について　※防府市参画及び協働の推進に関する条例に基づく検証視点を抽出しています。 資料No.２

根拠条例 取組状況 検証視点 過去の協議会からの意見（抜粋）

・協働が円滑に進むような人材育
成や制度の整備が行われている
か（以下の条文と重複）

・防府市協働事業提案制度の課題
について

・協働の担い手となる人材育成が
されているか

・　中間支援組織の機能充実が図
られているか

その他

全般的事項について

（人材の育成）
第１８条　市長等は、市民等が協働について広く
学ぶことのできる機会を設けることにより人材の
育成に努めるものとする。

（市民等への取り組み：令和５年度）
　各種講座、交流会等の開催（防府市市民活動支援センターでの取組み）
　　　・多様な属性の活動がつながる支援
　　　　「防災イベント２０２３」
　　　　「ほうふ子育て支援ネットワーク」への支援
　　　　「防災士との連携による地域での防災啓発活動」
　　　　「防府市家庭教育支援チーム」への参画、事業展開の支援
　　　・市民活動団体交流会　２部　延べ１０６名
      　「市民活動団体×中学生・高校生・大学生との連携・協働」　５２名
　　　　「市民活動団体×まちづくり×文化観光」　５４名
　　　・市民活動フェスタの開催　協力団体２０団体　来場者数約１，２００名
　　　・市民活動ガイドブックの作成　１，０００部
　　　・団体運営に関する講座　　 　７回　延べ４８名
　　　　「防府市で活動する団体が絶対に知っておきたい！」　　７名
　　　　「情報発信力アップセミナー　無料デザインツール『Canva』超入門講座　４名
　　　　「災害から子どもや地域を守るために準備しておくこと」　２人
　　　　「情報発信力アップセミナー　無料デザインツール『Canva』を使ってチラシを作ろう」　７名
　　　　「団体運営お悩み座談会　助成金の申請」　４名
　　　　「助成金申請書　書き方レクチャー」　７名
　　　　「ファシリテーター講習会」　１７名
　　　・ボランティア活動等をしたい市民と市民活動団体を結ぶ「ボランティアマッチング」
　　　　マッチングによる活動回数　６０回　　参加者数　延べ２５１名
（市長等への取り組み）
　・協働に関する職員研修(R5.5.12)
　　※協働推進員対象
　・協働推進員連絡調整会議での講話（R6.2.27）
　　※協働推進員対象

（活動の支援）
第１９条　市長等は、地域コミュニティ及び市民
活動団体の活動の拠点となる施設等の整備に
努めるものとする。
２　市長等は、市民等との協働を推進するため
の中間支援組織（市民等と市長等の間に立ち、
中立的な立場で、それぞれの活動を支援する組
織をいう。）の充実に努めるものとする。

○防府市市民活動支援センター
　・平成１５年１１月に市民活動の促進のため設置し、平成２１年度から指定管理者制度を導入。
　・防府市市民活動支援センターは、防府市地域協働支援センター（市民活動支援センター部門を含む）
    の指定管理を受けたNPO法人市民活動さぽーとねっとが管理・運営を行なっている。
　・市民活動支援センターでは、市民活動団体に対し、施設等の利用（会議室、印刷機器等）、人材
    の養成支援及び活動に関する相談などを実施。

（協働の推進）
第１６条　市民等及び市長等は、それぞれの特
性を理解し、相互に補完しながら協働を推進す
るものとする。
２　市長等は、市民等の自主性及び自立性を尊
重しながら、協働が円滑に進むよう必要な措置
を講ずるものとする。

【市民等との協働（委託、補助、共済、事業協力、後援、実行委員会、その他）による取組】
資料：２．令和５年度　協働による事業の実施状況総括表

【協働推進員の配置】
・平成２９年１月に各所属に１名以上の※1協働推進員を配置し、協働に関する庁内の体制整備を行った。
※1協働推進員は、各所属における協働の活用及び協働に関する情報の収集、共有を図ることで、市民等と
の協働を推進することを目的として設置するもの。

・選任状況：５４名
・R5.5.12　協働に関する研修を開催。
・R6.2.27 協働推進員相互の情報交換及び連絡調整を図るため、協働推進員連絡調整会議を開催。

（協働による事業の提案）
第１７条　市長等は、市民等及び市長等が協働
による事業を相互に提案するための制度を整備
するものとする。

　協働事業提案制度の創設。平成２９年度から制度運用開始。
　資料３：協働事業提案制度について

【提案・実施状況】
　平成２９年度協働事業提案・平成３０年度実施
　　・行政提案型１件（デートDV防止の啓発事業）
　　・市民提案型２件（地域への愛着を持った子どもを育てるための指導者育成事業）
　　　　　　　　　　　　　 （野島活性化を目指す「非日常的な暮らし体験」事業）
　平成３０年度協働事業提案・令和元年度実施事業
　　・市民提案１件（野島の資源活用プロジェクト）※２年目
　令和元年度協働事業提案・令和２年度実施事業
　　・市民提案型３件（地域での多文化共生推進事業）
　　　　　　　　　　　　　  （野島の観光資源付加価値創出プロジェクト）※３年目→令和２年度事業中止
　　　　　　　　　　　　    （防府焼物文化遺産活用事業）※令和３年度に事業実施を延期→中止。
　令和２年度協働事業提案・令和３年度実施事業
　  ・事業提案なし。
　令和３年度協働事業提案・令和４年度実施事業
　  ・事業提案なし。
　令和４年度協働事業提案・令和５年度実施事業
　  ・市民提案型１件（男女１００人出会いホウフ）：不採択
　令和５年度協働事業提案・令和６年度実施事業
　  ・市民提案型１件（「自分で考え、決め、やる」ことの習慣化）：不採択
　令和６年度協働事業提案・令和７年度実施事業
　  ・事業提案なし。

・協働の意義や具体的な取組について周知活動が必要
・協働の実態調査においては市各部署で協働事業に関する認識が正しくさ
れる必要がある

・協働推進員の知識習得、意識啓発が必要

・市の各部署が提案団体を発掘することで提案件数の増加に繋がるのでは
ないか
・制度の更なる活用には予算の確保やインセティブを与えるなどの制度推進
のための取組みが必要
・事前準備として、行政からのノウハウや知識を活かした助言などが重要
・事業スケジュールの見直しを行うなど、課題を抽出し、改善について検討
が必要

・講座などの開催に当たっては、対象者に的確に情報が届くような工夫が必
要
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２.令和5年度 協働による事業の実施状況総括表 

２.令和５年度　協働による事業の実施状況総括表

①協働の対象区分別件数内訳（一つの事業で複数相手と協働しているとわかるものもあったため、事業数よりも多い） ②事業の分野別件数内訳

　　　　　　　形態
協働相手

委託 補助 共催 事業協力 後援 実行委員会 その他 合計
構成比
（％）

　　　　　形態
分野

委託 補助 共催 事業協力 後援 実行委員会 その他 合計
構成比
（％）

市民活動団体
NPO法人

5 2 16 23 8.0 安全・環境 3 9 2 1 15 5.4

自治会等 8 8 1 2 19 6.6 健康・福祉 9 2 2 2 4 19 6.9

公益財団法人
一般社団法人
生活協同組合等

7 2 2 57 68 23.7 教育・社会 4 10 11 1 134 2 162 58.5

企業 4 1 3 2 12 22 7.7 産業・労働 5 7 1 1 2 16 5.8

行政機関 3 3 6 2.1 地域・交流 7 10 9 30 3 59 21.3

実行委員会 1 4 4 1 17 5 32 11.1 都市・建設 5 1 6 2.2

その他団体 9 23 17 1 65 2 117 40.8 その他 0 0.0

合計 34 38 32 6 170 7 0 287 100.0 合計 33 38 23 6 170 7 0 277 100

構成比
（％）

11.8 13.2 11.1 2.1 59.2 2.4 0.0 100.0 構成比
（％）

11.9 13.7 8.3 2.2 61.4 2.5 0.0 100

委託：市が実施すべき事業のうち、地域コミュニティや市民活動団体等※１の専門性等に着目し、その特性を活かして、より効率的に事業を実施するために委託する事業形態（経費削減だけを目的としたものは除く）

補助：地域コミュニティや市民活動団体等が主体的に実施する事業に対し、市が資金を補助する事業形態（補助金、助成金、交付金）

共催：地域コミュニティや市民活動団体等と市が共に主体となり、それぞれの特性を生かして実施する事業形態

事業協力：共催以外の形態で、地域コミュニティや市民活動団体等と市が、それぞれの役割分担のもと、一定期間継続的な関係で協力し合いながら実施する事業形態（アダプトプログラム※２を含む）

後援：地域コミュニティや市民活動団体等が実施する公益性を有する事業に対し、市が後援名義の使用を認める事業形態

実行委員会：市が地域コミュニティや市民活動団体等と実行委員会や協議会を構成し、主催者となって実施する事業形態

※１ 地域コミュニティや市民活動団体等

・・・ 自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブ、子ども会等

・・・ ＮＰＯ活動やボランティア活動を行う団体

・・・ 公益性を有する事業に取組む場合の事業者

※２ アダプトプログラム

　地域コミュニティや市民活動団体等が、道路や河川、公園などの公共施設の里親となって環境美化活動を行い、市がその活動を支援する事業形態

〔施策等の分野〕
第５次防府市総合計画の分野別施策を参考に、各事案を分類した

分野 分野

地域コミュニティ

市民活動団体

事業者

項目 項目

農林水産業の振興
商工業・サービス業の振興
中小企業の振興
労働環境の向上

地域・交流

観光の振興
文化・スポーツの推進
多様な交流の推進
自主的・主体的な市民活動の促進健康・福祉

保健・医療サービスの充実
地域福祉の充実
子育て支援の充実
高齢者福祉の充実
障害者福祉の充実
社会保障制度の適性な運用

都市・建設

交通ネットワークの整備
上下水道の整備
住宅・住環境の整備
公園の整備、景観の保全
適正な土地利用の推進

教育・社会

学校教育の充実
生涯学習の推進
人権尊重社会の実現
文化財の保護・継承

安全・環境

防災対策の推進
消防力の向上
暮らしの安全確保
環境の保全
循環型社会の形成

産業・労働
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